
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
性

胃
腸
炎
の
予
防

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染

性
胃
腸
炎
や
食
中
毒
は
、一
年
を

通
し
て
発
生
し
て
い
ま
す
が
、特

に
冬
季
に
流
行
し
ま
す
。

◆
感
染
経
路
・
症
状

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
手
指
や
食

品
な
ど
を
介
し
て
、経
口
で
感
染

し
、
ヒ
ト
の
腸
管
で
増
殖
し
ま

す
。
症
状
と
し
て
、お
う
吐
、下

痢
、腹
痛
な
ど
を
引
き
起
こ
し
ま

す
。
健
康
な
方
は
軽
症
で
回
復

し
ま
す
が
、子
ど
も
や
お
年
寄
り

な
ど
で
は
重
症
化
し
た
り
、吐
ぶ

つ
を
誤
っ
て
気
道
に
詰
ま
ら
せ

て
死
亡
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
治
療

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
は

ワ
ク
チ
ン
が
な
く
、ま
た
、治
療

は
輸
液
な
ど
の
対
症
療
法
に
限

ら
れ
ま
す
。
特
に
、体
力
の
弱
い

乳
幼
児
、高
齢
者
は
、脱
水
症
状

を
引
き
起
こ
し
た
り
、体
力
を
消

耗
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
水
分

と
栄
養
の
補
給
を
十
分
に
行
い

ま
し
ょ
う
。
脱
水
症
状
が
ひ
ど

い
場
合
に
は
病
院
で
輸
液
を
行

う
な
ど
の
治
療
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
止
し
ゃ
薬（
下
痢
止
め
）

は
、病
気
の
回
復
を
遅
ら
せ
る
こ

と
が
あ
る
の
で
使
用
し
な
い
こ

と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

◆
予
防
法

1
．
手
洗
い
の
励
行

　
手
洗
い
は
、
手
指
に
付
着
し

て
い
る
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
減
ら

す
最
も
有
効
な
方
法
で
す
。
調

理
を
行
う
前
、食
事
の
前
、ト
イ

レ
に
行
っ
た
後
、
下
痢
等
の
患

者
の
汚
物
処
理
や
オ
ム
ツ
交
換

を
行
っ
た
後
に
は
必
ず
行
い
ま

し
ょ
う
。

2
．
患
者
の
ふ
ん
便
や
吐
ぶ
つ

の
適
切
な
処
理

　
患
者
の
ふ
ん
便
や
吐
ぶ
つ
に

は
、大
量
の
ウ
イ
ル
ス
が
含
ま
れ

 

　
☎

（92）
0
3
0
4

岩 

税
　

務
　

課 

☎
（55）

7
7
5
7

学
校
給
食
用
物
資
納
入

指
定
希
望
申
請

　
市
内
の
学
校
給
食
調
理
場
で

使
用
す
る
物
資
の
納
入
は
、
公

正
・
公
平
性
を
期
す
る
た
め
、青

果
物
、鮮
魚
、食
肉
、豆
腐
・
こ
ん

に
ゃ
く
お
よ
び
麺
類
の
納
入
業

者
に
つ
い
て
、す
べ
て
指
定
希
望

申
請
書
を
提
出
し
た
業
者
の
中

か
ら
選
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
希
望
す
る
場
合
は
、左

記
の
申
請
日
時
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　
業
者
選
定
は
、申
請
書
の
内
容

や
各
調
理
場
の
評
価
表
、調
査
等

か
ら
、物
資
の
安
全
性
、品
質
、安

定
供
給
、価
格
な
ど
を
総
合
的
に

判
断
し
て
決
定
し
ま
す
。

◆
対
象

・ 

原
則
、市
内
に
主
た
る
事
業
所

を
有
し
、物
資
を
納
入
で
き
る
方

・ 

市
物
品
購
入
等
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
及
び
小
規
模
等
契

約
希
望
者
登
録（
市
内
本
店
業
者

の
み
）の
手
続
き
を
済
ま
せ
た
方

◆
指
定
期
間

平
成
28
年
度
1
年
間

◆
申
請
日
時
　
平
成
28
年
1
月

7
日（
木
）〜
21
日（
木
）9
時
〜

17
時（
土
日
祝
日
除
く
）

※
指
定
希
望
申
請
書
は
本 

学

校
教
育
課
及
び
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
に
あ
り
ま
す
。
現
在
各
調

理
場
へ
納
入
さ
れ
て
い
る
方
に

は
、別
途
申
請
書
を
配
布
し
ま
す

◆
問
合
先

本 

学
校
教
育
課 
☎

（21）
2
4
8
0

藤
岡
渡
良
瀬
運
動
公
園

陸
上
競
技
場
の
芝
生
部
分

貸
し
出
し
休
止
の
お
知
ら
せ

　
平
成
28
年
1
月
5
日（
火
）〜

3
月
31
日（
木
）の
間
、芝
生
養
生

の
た
め
に
貸
し
出
し
を
休
止
し

ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

し
て
い
ま
す
。
生
活
習
慣
病
の

発
症
を
防
ぐ
た
め
に
も
、健
康
診

査
に
よ
る
健
康
管
理
が
必
要
で

す
。
毎
年
受
診
し
て
、健
診
結
果

の
変
化
を
参
考
に
生
活
習
慣
を

改
善
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
年
度
の
受
診
は
、平
成
28
年

1
月
31
日
ま
で
で
す
。
ま
だ
受

診
を
し
て
い
な
い
方
は
、是
非
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。
集
団
健
診

を
受
け
る
場
合
に
は
左
記
に
問

合
せ
く
だ
さ
い
。
個
人
健
診
の

場
合
に
は
、
直
接
指
定
の
医
療

機
関
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
診
の
際
は
受
診
券
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
受
付
の
際
に
は
、

必
ず
受
診
券
と
被
保
険
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
受
診
券

が
お
手
元
に
な
い
場
合
は
再
度

送
付
し
ま
す
の
で
、問
合
先
へ
連

絡
く
だ
さ
い
。
受
診
に
つ
き
ま

し
て
は
、集
団
検
診
ま
た
は
個
別

検
診
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
選
択

で
す
。

◆
問
合
先

○
け
ん
し
ん
パ
ス
ポ
ー
ト
に
関

す
る
こ
と

本 

健
康
増
進
課 

☎
（25）

3
5
1
1

○
受
診
券
に
関
す
る
こ
と

本 

保
険
医
療
課

特
定
健
康
診
査 

☎
（21）

2
1
3
1

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査

 

☎
（21）

2
1
3
6

大 

生
活
環
境
課 

☎
（43）

9
2
1
6

藤 

生
活
環
境
課 

☎
（62）

0
9
0
3

都 

生
活
環
境
課 

☎
（29）

1
1
0
2

西 

生
活
環
境
課 

☎
（92）

0
3
0
7

岩 

生
活
環
境
課
☎

（55）
7
7
5
4

○
受
診
方
法
・
予
約
に
関
す
る
こ

と本 

健
康
増
進
課 

☎
（25）

3
5
1
1

大 

健
康
福
祉
課 

☎
（45）

1
7
8
8

藤 

健
康
福
祉
課 

☎
（62）

0
9
0
4

都 

健
康
福
祉
課 

☎
（29）

1
1
0
3

西 

健
康
福
祉
課 

☎
（92）

0
3
1
1

岩 

健
康
福
祉
課 

☎
（55）

7
7
5
9

さ
い
。

※「
法
定
外
公
共
物
」と
は
、国
道
、

県
道
、市
道
、私
道
以
外
の
道
路

（
赤
道
等
）や
1
級
河
川
、2
級
河

川
、準
用
河
川
以
外
の
河
川（
水

路
等
）な
ど
を
い
い
ま
す
。

◆
問
合
先

本 

道
　

路
　

課 

☎
（21）

2
4
0
4

大 

都
市
整
備
課 

☎
（43）

9
2
1
4

藤 

都
市
建
設
課 

☎
（62）

0
9
0
8

都 

都
市
建
設
課 

☎
（29）

1
1
0
5

西 

産
業
建
設
課 

☎
（92）

0
3
1
4

岩 

都
市
建
設
課 

☎
（55）

7
7
6
7

法定外公共物の例

青
年
海
外
協
力
隊
員表

敬
訪
問

　

　
9
月
24
日（
木
）、2
年
間
青
年

海
外
協
力
隊
員
と
し
て
、カ
ン
ボ

ジ
ア
王
国
に
派
遣
さ
れ
る
市
内

在
住
の
土
屋
麻
美
さ
ん（
写
真
：

右
）が
、赤
羽
根
副
市
長
を
表
敬

訪
問
さ
れ
ま
し
た
。
土
屋
さ
ん

は
、タ
ケ
オ
州
教
育
青
年
ス
ポ
ー

ツ
局
に
配
属
さ
れ
、マ
ー
チ
ン
グ

バ
ン
ド
の
指
導
や
小
学
校
教
員

養
成
校
の
音
楽
教
員
に
対
す
る

支
援
を
行
い
ま
す
。
赤
羽
根
副

市
長
は
、「
貢
献
し
よ
う
と
す
る

志
が
素
晴
ら
し
い
。
そ
の
か
け

が
え
の
な
い
経
験
を
本
市
に
還

元
し
て
も
ら
い
た
い
。」と
激
励

の
言
葉
を
か
け
ま
し
た
。

　
ご
活
躍
を
期
待
し
て
お
り
ま

て
い
ま
す
。
ふ
ん
便
や
吐
ぶ
つ

を
処
理
す
る
場
合
、処
理
し
た
人

が
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
な

い
よ
う
に
、
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル

や
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
を
事
前
に

し
っ
か
り
と
準
備
し
ま
し
ょ
う
。

3
．
清
潔
さ
を
保
つ

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
感
染
力
が

強
く
、環
境（
ド
ア
ノ
ブ
、カ
ー
テ

ン
、リ
ネ
ン
類
、日
用
品
な
ど
）か

ら
も
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
ま

す
。
必
要
に
応
じ
て
環
境
の
消

毒
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

※
特
に
子
ど
も
や
高
齢
者
の
方

な
ど
抵
抗
力
の
弱
い
方
は
、
加

熱
が
必
要
な
食
品
は
中
心
部
ま

で
し
っ
か
り
加
熱
し
て
食
べ
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、生
鮮
食
品
や
調

理
器
具
は
十
分
に
洗
浄
・
殺
菌
を

行
い
ま
し
ょ
う
。

☆
感
染
症
予
防
の
基
本
は
、適
切

な
手
洗
い
・
う
が
い
の
励
行
、せ

き
エ
チ
ケ
ッ
ト
・
日
頃
か
ら
の
体

調
管
理
で
す
。
日
頃
か
ら
し
っ

か
り
と
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

◆
問
合
先

本 

健
康
増
進
課 

☎
（25）

3
5
1
1

大 

健
康
福
祉
課 

☎
（45）

1
7
8
8

藤 

健
康
福
祉
課 

☎
（62）

0
9
0
4

都 

健
康
福
祉
課 

☎
（29）

1
1
0
3

西 

健
康
福
祉
課 

☎
（92）

0
3
1
1

岩 

健
康
福
祉
課 

☎
（55）

7
7
8
1

特
定
健
康
診
査
・
健
康
診
査
の

受
診

　
特
定
健
康
診
査（
国
民
健
康
保

険
加
入
者
）、健
康
診
査（
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
加
入
者
）を
実
施

す
が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
問
合
先

本 

藤
岡
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー 

☎
（62）

1
3
0
1

栃
木
市
景
観
計
画
に
基
づ
く

景
観
重
要
建
造
物
等
の

指
定
制
度

　
景
観
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
る
本
市
で
は
、4
月
1
日
よ

り
、景
観
法
に
基
づ
く「
栃
木
市

景
観
計
画
」を
施
行
し
て
い
ま
す
。

　
愛
着
の
持
て
る
景
観
ま
ち
づ

く
り
に
は
、地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
て
い
る
よ
う
な
建
造
物
や

樹
木
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

ま
す
。
こ
の
計
画
で
は
、良
好
な

景
観
形
成
を
図
る
う
え
で
特
に

重
要
な
構
造
物
や
樹
木
に
つ
い

て
、提
案
等
に
よ
り「
景
観
重
要

建
造
物
」や「
景
観
重
要
樹
木
」に

指
定
し
、保
全
と
活
用
を
支
援
し

ま
す
。
保
全
に
係
る
経
費
の
一

部
に
対
し
補
助
金
を
受
け
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
活
用

く
だ
さ
い
。
詳
細
は
問
合
先
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
。

◆
問
合
先

本 

都
市
計
画
課 

☎
（21）

2
4
3
1

法
定
外
公
共
物

（
赤
道
、
水
路
等
）利
用（
使
用
）

の
際
の
お
願
い

　
市
所
有
の
法
定
外
公
共
物
の

適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
、法
定

外
公
共
物
を
利
用
し
た
工
作
物
、

構
造
物
な
ど
の
設
置
行
為
、並
び

に
用
途
廃
止
、
払
下
げ
な
ど
は

市
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、法
定
外
公
共
物
を
損
傷
し

た
り
、無
断
で
使
用
し
た
り
す
る

な
ど
の
場
合
に
は
、5
万
円
以
下

の
過
料
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、市
の
許
可
を
受

け
て
か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
具
体
例
に
つ
い
て
は
広
報
と

ち
ぎ
7
月
号
8
頁
を
参
照
く
だ

第
2
回
栃
木
市

総
合
教
育
会
議
の
開
催

◆
日
時

　

12
月
21
日（
月
）14
時
〜

◆
場
所

　
議
会
室

※
会
議
は
原
則
公
開
で
開
催
し

ま
す
。

◆
問
合
先

本 

総
合
政
策
課 

☎
（21）

2
3
0
5

本 

教
育
総
務
課 

☎
（21）

2
4
6
1

市
税
等
の
特
別
巡
回
徴
収

　
12
月
は「
市
税
等
徴
収
強
化
月

間
」と
し
て
、徴
収
強
化
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
滞
納
が
あ
る

方
は
、す
み
や
か
に
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、納
付
や
相
談

等
が
な
い
場
合
に
は
、12
月
に
市

職
員
が
徴
収
の
た
め
訪
問
し
ま

す
。
再
三
の
催
告
や
訪
問
に
よ

る
徴
収
に
も
応
じ
な
い
場
合
、法

令
に
基
づ
く
財
産
の
滞
納
処
分

（
差
押
・
公
売
な
ど
）を
行
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。
事
情
に
よ
り
納

付
が
困
難
な
場
合
に
は
、納
税
相

談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
納
期

限
内
で
の
納
付
に
つ
い
て
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、左
記
の
期
間
、特
別
巡

回
徴
収
に
伴
う
夜
間
・
休
日
納
税

相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

本
庁

・ 
 

平
日

　
12
月
4
日（
金
）〜
21

日（
月
）17
時
15
分
〜
19
時

・ 
 

休
日

　
12
月
13
日（
日
）・
19
日

（
土
）9
時
〜
16
時

支
所

・ 
 

平
日

　
12
月
11
日（
金
）・
18
日

（
金
）17
時
15
分
〜
19
時

・ 
 

休
日

　
12
月
19
日（
土
）9
時

〜
16
時

◆
問
合
先

本 

収
　

税
　

課 

☎
（21）

2
2
8
1

大 

税
　

務
　

課 

☎
（43）

9
2
0
8

藤 

税
　

務
　

課 

☎
（62）

0
9
0
2

都 

税
　

務
　

課 

☎
（29）

1
1
0
1

西 

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

す
。

◆
問
合
先

本 

生
涯
学
習
課 

☎
（21）

2
4
8
9

国
民
参
政
1
2
5
周
年
・

普
通
選
挙
90
周
年
・

婦
人
参
政
70
周
年

総
務
大
臣
感
謝
状
受
賞

　
前
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
の

若
林
祐
市
さ
ん
が
、
国
民
参
政

1
2
5
周
年
・
普
通
選
挙
90
周

年
・
婦
人
参
政
70
周
年
の
記
念
表

彰
で
、総
務
大
臣
感
謝
状
を
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。
若
林
さ
ん
は
、17

年
の
長
き
に
わ
た
り
、選
挙
の
管

理
執
行
及
び
選
挙
の
啓
発
運
動

に
て
い
身
さ
れ
ま
し
た
。

　
多
年
に
わ
た
る
民
主
政
治
の

確
立
の
た
め
に
尽
力
さ
れ
た
功

績
が
評
価
さ
れ
、今
回
の
表
彰
と

な
り
ま
し
た
。

◆
問
合
先

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

 

☎
（21）

2
5
3
1

とち介商品券の
（栃木市プレミアム付き商品券）

有効期間は

平成28年1月31日（日）まで
◆問合先 栃木市商工経済団体連絡協議会　☎（23）3131
 本 商工観光課　☎（21）2371

２０１５（平成２７）年１１月２０日　発行 広報とちぎ　１２月号 8各課からのお知らせ


